様式１（第５条関係）


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業（専門家派遣）
補助金申請前支援コース利用申込書

　　年　月　日

（公財）東京観光財団　理事長　殿

　標記について下記のとおり申し込みます。　　　　　　　　
	ふりがな
	

	事業者名
	

	所 在 地
	〒

	URL
	

	代表者名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（肩書：　　　　　　　　）


（貴社の窓口担当者）
	ふりがな
	　　　

	担当者名
	
	（役職名：　　　　　　　）

	E-mail
	　
	電 話
	


（貴社の概要）
	業種
	□宿泊業　□飲食業　□小売業　□旅行業　□その他　

	施設・
店舗名
	

	事業内容
	

	観光事業
との関わり
	

	資 本 金
	　
	万円
	創業年月
	 
	年
	
	月

	売 上 高
	
	万円
	従業員数
※アルバイト及びパート含む
	
	名


（相談内容）
	[bookmark: _Hlk104817160]自社で考える事業全体の現状と課題を記入してください。
※専門家の支援を受けたい詳細内容については、「様式１別紙」にご記入ください。






	派遣を希望する回数 
	　　　回



◆「観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業（専門家派遣）実施要綱」の内容等を事前に確認してください。
・補助金申請前支援コースの専門家派遣は原則５回が上限です。
・当申込書に記入の上、登記簿謄本、各種営業許可書（写）、会社概要が分かる書類を添付し、郵送にてご提出ください。
～ご相談者の個人情報のお取り扱いについて～
〈利　用　目　的〉　１．当該事業の事務連絡や管理運営・統計分析・事例紹介、専門家への事務連絡等のために使用します。
　　　　　　　　　　２．経営支援・助成金・商談会等の事業等の各種案内やアンケート調査依頼を行う場合があります。
〈第三者への提供〉 以下により東京都へ提供する場合があります。
　　　　　　　　　　１．目的：当財団からの東京都への事業報告、東京都からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
　　　　　　　　　　２．項目：氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容　　３．手段：電子データ、プリントアウトした用紙
※上記利用を希望されない方は、当該事業担当者までご連絡ください。
※個人情報は「（公財）東京観光財団　個人情報取扱要領」に基づき管理しております。








(様式1 別紙１)


事業者名
所在地
代表者名


【別紙】観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業（専門家派遣）
補助金申請前支援コース利用申込に係る実施計画

	【支援を受けたい詳細内容】

	














【実施計画案】
	実施予定回　（開催予定月）
	実施方法
【対面・オンライン】
	実施予定項目

	＜記入例＞
第１回　５月下旬
	【対面】
	・本事業で取り組みたいと考えている取組に関する助言・指導

	第１回
	
	
	

	第２回
	
	
	

	第３回
	
	
	

	第４回
	
	
	

	第５回
	
	
	


　　※第１回の開催予定月は、手続き期間を考慮し、申込日から概ね１ヶ月後以降の時期で記載してください。
　　※第２回以降の開催予定月が未定の場合、「未定」として記載をしてくだ







(様式1 別紙２) 


誓約書

公益財団法人東京観光財団　理事長 殿 



観光関連事業者デジタル化レベルアップ支援事業（専門家派遣）実施要綱（以下「要綱」という。）第９条の規定に基づく専門家派遣の申請を行うに当たり、当該申請により専門家支援を受けようとする者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。）が東京都暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと及び要綱第４条第２項第３号から第14号に該当しないことをここに誓約いたします。
また、この誓約に違反又は相違があり、要綱第15条の規定により専門家派遣が中止された場合において、これに異議なく応じることを誓約いたします。 
あわせて、理事長が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁等へ照会がなされることに同意いたします。 



　　　　年　　月　　日


所在地　　


登録印
（実印）
 

事業者名　　
代表者名　　




＊　法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。
＊　この誓約書における「暴力団関係者」とは、以下の者をいう。 
 ・ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者 
 ・ 暴力団員を雇用している者 
 ・ 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者 
 ・ 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者 
 ・ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者



